令和７年度第１回　中・西播磨地区精神保健福祉連絡協議会研修会
	日　時
	令和7年 6月11日（水）15:00～16:30

	場　所
	兵庫県Wｅbexによるオンライン配信
（龍野庁舎別館3階　第５会議室）

	参加者
	８５名

	方　法

	総会終了後に、兵庫県Wｅbexによるオンライン配信にて実施した。
「リワーク」がテーマのため、会員機関の人事担当者や、労働関係機関からの参加があった。

	講　演
	「魚橋病院での職場復帰支援」
～リワークセンター虹での取り組みについて～
医療法人社団魚橋会魚橋病院　地域連携室室長　木村信夫氏

	講演要旨
	１　リワークプログラムが普及した背景
２　医療リワークについて　３つのリワークとその違い　　
リーワーク種類
実施機関
費　用
対　象
主な目的
医療リワーク
医療機関
健康保険
休職者
精神科治療
再休職予防

職リハリワーク
障害者職業
センター
労働保険
休職者
事業主

支援プランに
基づく支援

職場リワーク
企業内
EAPなど
企業負担
休職者
労働させて良いのかの見極め
３ 魚橋病院　リワークセンター「虹」の取り組み
　令和4年1月から、精神科ディケアとして開始している。
　定員10名、　医療保険、自立支援医療（精神通院医療）適用である。
　　従事者は、医師・公認心理士・作業療法士・精神保健福祉士・看護師・
薬剤師・管理栄養士と、多職種が各プログラムを実施している。

　プログラムはSST・認知行動療法・虹プロジェクト・メタ認知トレーニン
　　グを実施している。
内容はオフィスワーク・身体活動・心理教育である。

効果として、考え方のかたよりに気づく、自己肯定感が向上したなどの
変化があり、復職につながっている。　　
企業との連携は重要→企業保健師から依頼は増加している。
４「誰もが働きやすい、暮らしやすい」共生社会の中でのリワーク
の位置づけ「治療と仕事の両立」からのアプローチ
効果的な復職支援につながるために、社会情勢を踏まえて、労働関
係法規の理解、精神保健福祉関連情報収集を行う必要がある。

	アンケートからの意見
※一部抜粋
	・リワーク支援を行うことで再燃予防の効果が高いこと。
・自院の取り組みだけにとどまらず、公衆衛生上の位置づけを押さえて連携
を展開されている視点が素晴らしいなと感じました。
・リワーク支援の現状と課題を知ることができ、参考になった。
・病院がいろいろな形で復職に関連して企業（や行政）と連携されているこ
とが理解できた。ぜひ頼らせていただきたいと思った。
・自分自身で考え方の癖等に気づくことが大事であること。
また、職場の疾病理解や配慮、相談できる人がいるか等職場の配慮があるかの両方が必要であること。
・企業の疾病理解はまだまだで働きかけが必要。
・環境と折り合いをつけるといった内容はリワークだけでなく、生活場面で使
える話なので参考にしたい。


令和７年度第２回　中・西播磨地区精神保健福祉連絡協議会研修会
	日　時
	令和7年11月 6日（木）14:00～16:30

	場　所
	姫路市医師会館大ホール（姫路市西今宿3-7-21）

	参加者
	６５名

	方　法

	5年ぶりの対面開催であった。
「顔の見える関係づくり」を目指し、机の配置をグループワーク形式とし、会員の相互交流、関係機関の連携強化に努めた。
会員を通じて、関係機関に開催通知を案内することにより、連携が必要な関係機関の参加があった。

	講　演
	「精神保健福祉法改正から１年　国の動向と現状と課題」
～保健・医療・福祉の役割を考える～
全国精神保健福祉センター長会会長
（滋賀県立精神保健福祉センター長）辻本哲士氏　

	講演要旨
	１　国の動向と現状
患者数の推移は、統合失調症や気分障害は減少傾向、発達障害等は増加傾向である。
精神科病院は減少、診療所は増加傾向である。
精神保健福祉法の改正から早くも２年経過するが、社会情勢の変化が大きく、施策の検討がすすんでいる。　
当事者を中心とした支援理念への転換　
２　日本の精神保健福祉医療の流れ　
３　改正精神保健福祉法
(1)措置入院に関すること
　 措置入院決定報告書
(2)医療保護入院に関すること
医療保護入院の期間の更新時の届出・定期病状報告書の廃止
(3)入院者訪問支援事業の新設に関すること　
対象：市町村同意の医療保護入院者　家族の変わりに話しを聞くこと
が大切、市町村は、対象者に出会う努力を行って欲しい。
(4)精神科病院における虐待防止に関すること
　(5)精神保健に関する相談支援体制の整備
　４　精神科医療機関の役割・体制について
かかりつけ精神科医機能の充実
精神障害者地域移行・地域定着支援事業の充実
精神科救急医療体制への参画・包括医療への期待　  　
 　５　都道府県・市町村の役割（主に相談支援体制の整備）について
相談支援対象の見直し：精神障害者の他精神保健に課題を抱える者
ひきこもり、不登校、8050問題、ヤングケアラー、孤立孤独、家庭問題等
全て関わってくる。
都道府県のみならず市町村としての相談及び援助の責務の明記
市町村の責務を明文化することにより、重層的・包括的な支援が期待
できる。
　市町村の支援者の増加→精神保健福祉相談員教育システムの構築
　市町村への支援に関する都道府県の責務

６　「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」
　精神障害の有無や程度にかかわらず、当事者が安心して自分らしい
暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉、介護、住まい、社会参加、地域の助け合い、教育が包括的に確保されたシステム

	情報提供
	「精神保健福祉法改正を踏まえて兵庫県の現状と各機関の役割について」
兵庫県福祉部障害福祉課　精神障害福祉班　　班長　峰　美冬氏

	情報提供
要旨
	１　兵庫県の基本情報
1年以上の入院者は、令和3年から令和6年は減少傾向。
２　入院者訪問支援事業における兵庫県の現状（令和6年度以降）
県・神戸市が共同で事業実施。対象者は市町村長同意による医療保
護入院者とし、対象者からの希望に応じて訪問支援員が訪問。
令和6年度からは67名の訪問支援員を養成し、県下４病院に訪問支援員を派遣（実人数20名　延59名）

事業実施にあたり、モデル病院及び利用者へのアンケート調査、市町村長同意に関する研修会、関係団体への周知と協力依頼を図った。

令和7年度から、兵庫県精神保健福祉士協会に事業委託し、11月から県下全病院を対象に事業を実施。

３　精神科病院における虐待防止等
　　医療機関における虐待防止措置の義務化
　　虐待を発見した者から都道府県等への通報の義務化

４　市町村による相談支援

	全体討議

	１　精神保健福祉法の改正に係る精神科病院の現状について
市町村長同意の増加、期間更新の届出等による家族同意の事務手続き等煩雑で業務量は増加している。職員は疲弊している。離職は増えている。
業務量の増加に見合う金銭面の裏付けがない。
２　医療保護入院期間更新の届出等ペーパーレス化について
電子情報の活用、ペーパーレス化の対応を望む、業務量軽減につながると考える。
３　市町村長同意の対応について
事前アンケートから、精神科病院では業務量の増加、市町担当課は
家族の追跡等どちらも対応に苦慮している。
市町担当課で国の指針に基づき対応し、独自のマニュアルを作成している市町はない。

	アンケートからの意見
※一部抜粋
	・事務的な手続きが増えて大変だと思っていましたが、国のねらいを知ることで納得できる部分がたくさんありました。
入院者訪問支援事業が形骸化したものにならないように見守っていきたいと考えています。
・法改正により業務量は増えたが、患者との時間を確保し、対人援助者であることを心掛けていきたい。
・改正を踏まえて、兵庫県の現状と各機関の役割について、担当の保健師、事務職と共有しておきたいと思いました。

・精神科病院での課題を地域へ発信し、患者の生活が継続できるように、地域退院できるよう、共に取り組めたらと思う。
・市町村長同意による入院患者について、面会に行こうと思う。
・医療、地域とうまくつなげていけるようにしていきたい。
・これからは入院ではなく、地域で様々な支援を受けながら生活する精神障害のある人が増えていくため病院や心療内科クリニック、福祉サービス事業所との連携を意識していきたい。
・何事も１人でするのではなくネットワークづくりみんなで支えていくことを実践していきたいと思います。


